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社会福祉協議会だより 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １１ 号 
令和５年２月１日発行 

東秩父村社会福祉協議会 
御堂 369  ℡ 82-1238 

令
和
５
年
度
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
配
分
金 

基
本
単
価
で
時
間
１
，
０
０
０
円
に 

 

セ
ン
タ
ー
の
就
業
は
、
基
本
的
に
請

負
等
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
最
低
賃
金

（
埼
玉
県
の
現
在
の
最
低
賃
金
は
、
９

８
７
円
）
を
参
考
に
、
会
員
の
協
議
に

よ
り
配
分
金
の
額
を
設
定
す
る
こ
と

が
基
本
で
す
。
そ
の
た
め
、
当
セ
ン
タ

ー
で
は
、
昨
年

10

月
に
運
営
委
員
会

を
兼
ね
た
会
員
会
議
を
行
い
、
こ
れ
ま

で
の
就
業
の
実
態
を
踏
ま
え
、
令
和
５

年
４
月
か
ら
適
用
と
な
る
配
分
金
単

価
を
設
定
致
し
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
セ
ン
タ
ー
の
配
分
金
単

価
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
セ
ン
タ
ー
ご
と
に

決
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
近
隣
の

セ
ン
タ
ー
と
で
は
、
同
一
就
業
で
あ
っ

て
も
、
額
に
差
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
セ
ン
タ
ー
の
就
業
に
関
し 

て
、
依
頼
さ
れ
た
方
に
対
し
て
の
請

求
額
も
、
こ
の
配
分
金
と
同
額
と
な

り
ま
す
。 

な
お
、
請
求
時
に
は
、
材
料
費
や
機

械
損
料
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
セ

ン
タ
ー
で
は
、
こ
の
内
１
カ
月
分
の

配
分
金
総
額
に

10

％
を
加
算
し
た

額
を
合
わ
せ
て
、
請
求
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

 

令
和
４
年
度
も
残
り
わ
ず
か
と
な

り
新
年
度
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
で
は
、
皆
様
か
ら
の
依
頼

に
お
応
え
で
き
る
よ
う
、
取
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。
今
後
と
も
、
セ
ン
タ
ー

の
活
動
に
つ
い
て
ご
理
解
ご
協
力
を

お
願
い
致
し
ま
す
。 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
言
い
ま
す
。）
会
員
と
し

て
就
業
し
た
場
合
、
令
和
５
年
度
よ
り
、
会
員
に
は
時
間
単
価
で
基
本
１
，
０

０
０
円
を
お
支
払
い
い
た
し
ま
す
。
こ
の
額
は
、
昨
年
の
基
本
単
価
９
６
０
円

（
昨
年
の
最
低
賃
金
は
、
９
５
６
円
）
よ
り
も
、
40

円
増
額
と
な
り
ま
す
。
基

本
単
価
な
の
で
、
就
業
内
容
に
よ
っ
て
は
、
増
額
さ
れ
ま
す
。
就
業
ご
と
の
単

価
に
つ
き
ま
し
て
は
、
次
号
で
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

 

 

 

現在社協では、７０歳以上の世帯を対象とした訪問活動を行っています。昨年１０月より安

戸の宿地区から開始し、３ケ月間で概ね安戸地区の訪問が終了し、１月からは御堂川下、川上

地区、2 月は御堂川上、萩平、向堀・奥沢地区を訪問予定です。こうした広報が足らずに訪問

を受けていただいた安戸・御堂地区の皆様には、一部で不安を抱かせてしまったこともあった

ようで、大変申し訳ありませんでした。 

この訪問事業の対象は、ご夫婦共に７０歳以上の世帯で、子供さん等と同居されているご家

庭への訪問は行っていません。 

訪問時には、次のような内容をお伺いしています。 

お二人の健康状態・食事の事・村の体操教室等への参加について・村の事業以外への参加に

ついて・日頃の不安な点について・日常の生活の様子 等です。 

 この訪問は、日頃の生活の中での不安や疑問をお伺いし、何か村や社協の事業でお手伝いで

きることがあれば、そのことに結びつけるようにするもので、皆様が不安なく生活されている

場合には、お話しを伺うのみとなります。 

 なお、訪問は社協ヘルパー２名でお伺いし、社会福祉協議会職員証をご提示します。訪問時

刻は、午前１０時から１１時３０分頃となり、お留守の場合には、再度訪問させていただきま

すので、ご協力をお願い致します。 

 

社協のヘルパーが、高齢者宅を訪問しています 

2 月の訪問予定は、御堂・奥沢地区です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た
よ
り
雑
感 

 

令
和
５
年
の
幕
開
け
は
穏
や

か
で
暖
か
い
三
が
日
で
し
た
。

早
い
も
の
で
、
令
和
も
５
年
目

を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
さ
ら
に
早
い
も
の
で

も
う
２
月
で
す
。 

皆
さ
ん
は
、
新
年
に
な
り
今

年
の
目
標
を
立
て
ら
れ
た
で
し

ょ
う
か
。
ま
だ
ま
だ
寒
い
日
が

続
き
、
体
を
動
か
す
こ
と
が
大

変
な
時
期
で
す
が
、
こ
れ
か
ら

暖
か
く
な
っ
た
時
に
は
こ
れ
を

始
め
よ
う
と
か
、
以
前
や
っ
て

い
た
こ
と
が
中
断
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
、
再
開
し
よ
う
と

か
、
そ
ん
な
準
備
を
し
て
お
く

の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

社
協
で
は
、
２
月
と
な
り
令

和
４
年
度
の
締
め
く
く
り
と
、

令
和
５
年
度
事
業
に
向
け
た
準

備
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
も
、
３
年
が
経
過
し
、
感
染
症

法
上
の
位
置
づ
け
が
変
更
さ
れ

る
と
、
こ
れ
ま
で
中
止
が
続
い

て
い
た
事
業
も
、
感
染
予
防
に

十
分
配
慮
し
た
中
で
概
ね
再
開

で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

社
協
と
し
て
も
、
参
加
し
て
い

た
だ
け
る
皆
様
に
安
心
し
て
ご

参
加
い
た
だ
け
る
よ
う
配
慮
し

な
が
ら
、
事
業
を
再
開
し
て
参

り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
ず
に
何

で
も
計
画
で
き
る
日
が
、
一
日

も
早
く
来
て
ほ
し
い
も
の
で

す
。 

シルバー人材センター２月の入会説明会 
 

期日 令和５年２月９日（木）午前１０時より 

会場 コミュニティセンター 
  
※次年度より、就業単価が１時間当り１，０００円以上となります。入会をご検討ください。 

お詫びと訂正 

 社協だより１２月号でご報告いたしました赤い羽根募金・地域歳末募金の内訳で、在家１区

の金額に誤りがありました。正しくは次の通りです。 

 赤い羽根募金 １９，６５０円（９００円の減） 地域福祉募金 ３４，６５０円（９００
円の増） 

そのため総額で赤い羽根募金が２６６，０５０円、地域福祉募金が４３６，０５０円となり
ます。申し訳ありませんでした。 

 大変申し訳ありませんでした。 

シルバー人材センターの配分金は雑所得です 
 今年も年度末となり、２月１６日からは確定申告の受付が始まります。シルバー人材センターでも、

昨年１年間に就業していただいた配分金について、総額を配分金支払調書として各会員にお配り致し

ました。 

 シルバー人材センターの配分金は、雑所得となります。雑所得では、総収入金額から実際にかかっ

た必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等（シルバー会員が含ま

れます）の場合には、必要経費として５５万円まで認められる特例があります。つまり、実際にかか

った経費の額が５５万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が５５万円まで認められ

ます。 

 ただし、雑所得以外に給与の収入金額が５５万円以上あるときは、この特例は受けられません。給

与収入が、５５万円未満の時は、５５万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、

雑所得の実際にかかった経費を比べて高い方が、その雑所得の必要経費になります。 

 詳しくは、秩父税務署(0494-22-4433)または、東秩父村税務会計課(82-1224)へお問い合わせ

ください。 

社会福祉協議会事業紹介 

 社会福祉協議会では、村内にある次の福祉団体の事務局として、関連事業の実施、運営及び

活動の推進、育成援助を行っています。 

・東秩父村老人クラブ連合会      ・東秩父村ゲートボール連盟  

・東秩父村遺族会           ・東秩父村手をつなぐ育成会 

 なお、東秩父村身体障害者福祉会は、令和 4 年１２月で解散となりました。 


